
①事務局窓口・図書館・実習室など学内施設を利用したい
フォームで予約（前日18:00まで）

②PCR検査等を受検する／した
受検（予定）日や結果をチューター教員に連絡

③学びや生活に困りごとを抱えている／来年度の学びや生活について早めに準備したい
チューター教員または医務室または事務局窓口へ

④今後の予定
2月10日（木）10:00~ 学部4年・大学院2年生の後期認定試験成績通知(ポータルサイト）

3月 4日（金）14:00 卒業者名発表（卒業審査合格者学籍番号をポータルとE棟1階掲示板に掲示）

3月 9日（水）10:00~ 学部3年以下・大学院1年生の後期認定試験成績通知

3月中旬 2022（令和4）年度授業に関する資料配信（時間割等）

3月25日（金） 学位記授与式

4月 4日（月） 入学式

4月 5日（火）～11日（月） 学年初めの一般指導（チューター会合・健康診断など）

4月12日（火） 2022年度前期授業開始

活動制限レベル２ 重要事項

尾道市立大学2022年2月2日(水)配信

連絡先（平日8:30～17:15）

代表電話； 0848-22-8311

事務局E-mail； jimukyok@onomichi-u.ac.jp

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uIGAswxf90CqCNA8cbJ3tHGx1xU0955FuowtDtgSMztUQlBTSVI4OVVHSjBGN1ZQOEVOQjEyNlRBTS4u


尾道市立大学　新型コロナウイルス感染拡大防止のための活動制限指針　2022（令和4）年1月17日（月）から継続 現在のレベル
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国内の感染拡大がほぼ収束した状態。
国内に感染者が多い地域があるが、広島
県内での新規感染者数が限定的で増加
傾向がみられない場合。

広島県内で１日当りに新規感染者が複数人い
る状態で、感染拡大の恐れがあると判断され
る場合。

尾道市内で１日当りに新規感染者が複数
人いる状態で、感染拡大の恐れがあると
判断される場合（尾道市または近隣地域
にまん延防止等重点措置が適用された場
合を含む）。
または、学生や教職員に感染者が出現し、
学内で感染拡大の恐れがある場合。

広島県に緊急事態宣言が発令された場合。
または、尾道市内で新規感染者が多発してい
る場合。
または、学生や教職員に複数の感染者が出現
し、学内で感染の連鎖が疑われる場合。

大学に休業要請があった場合。
または、学生や教職員に多数の感染者が
出現し、学内でクラスターが発生している
場合（多数の感染者出現の可能性、クラ
スター発生の可能性を含む）。

なし（通常） 一部活動制限 活動制限・小 活動制限・中 活動制限・大 原則活動停止

通常どおり
感染拡大防止に配慮しながら、対面授業
を中心に実施する。

講義科目は原則オンライン授業とする（対面授
業を継続する場合は履修者にその理由を示
す。オンライン対応を希望する履修者に対して
は、オンラインでの授業提供を行う）。
実習や演習については感染拡大防止上の制
限をかけつつ、一部対面授業を実施する。

講義・演習・実習すべての科目について原
則オンライン授業とする。
ただし一部の実習については、感染拡大
防止上の制限をかけつつ対面授業を実
施する。オンライン対応を希望する履修者
に対しては、オンラインでの授業提供を行
う。

すべてオンライン授業とする。 全休講

通常どおり
感染拡大防止に配慮しながら大学入構・
施設利用を行う。

感染拡大防止に配慮しながら大学入構・施設
利用を行う。一部施設について利用時間制限
や予約制を導入する。

原則登学禁止。大学入構・学内施設利用
は予約制（原則前日まで、一部当日可）と
する。

原則登学禁止。大学入構・学内施設利用は許
可制（前日まで）とする。

入構不可

通常どおり
感染拡大防止に最大限配慮したうえで、
課外活動を実施する。

感染拡大防止に最大限配慮したうえで、課外
活動を実施する。ただし、キャンパス内外におけ
る屋内での大規模集会は禁止する。

感染拡大防止に最大限配慮したうえで、
活動状態に応じて一部の課外活動のみ許
可する。

感染拡大防止に最大限配慮したうえで、屋外
での個人活動（練習）のみ許可する。

全面活動停止 

通常どおり
感染拡大防止に配慮しつつ、研究活動を
遂行する。

安全環境下において研究活動を遂行する。必
要な場合は学内施設を利用することができる。

安全環境下において研究活動を遂行す
る。必要不可欠な場合のみ学内施設を利
用することができる。

安全環境下において研究活動を遂行する。緊
急性のある必要不可欠な場合のみ学内施設
を利用することができる（所属科長の許可が
必要）。

緊急対応のために必要な教員のみ出勤
し、その他教員は在宅勤務で研究活動を
遂行する。

通常どおり
感染拡大防止に配慮しつつ、業務を遂行
する。

感染防止に配慮しつつ、業務を精査して遂行
する。所属長の判断により業務遂行場所の分
散、交代制勤務、テレワーク、時差出勤可とす
る。

感染防止に配慮しつつ、業務の優先度を
精査して遂行する。所属長の判断により業
務遂行場所の分散、交代制勤務、テレ
ワーク、時差出勤可とする。

資産維持・管理にかかわるもの等、必要な業
務を精査して遂行する。

資産維持・管理にかかわるもの等、必要な
業務を精査して遂行する。

通常どおり
感染拡大防止措置の上、対面会議を行
う。希望者のオンライン参加を認める。

オンライン会議を推奨する。対面会議を行う場
合は感染拡大防止に最大限配慮する。

可能な限りオンライン会議を実施する。 原則としてオンライン会議を実施する。
内容を精査したうえで、必要な場合はオン
ライン会議を実施する。

通常どおり
緊急事態宣言地域などの感染拡大地域
への出張・旅行はできるだけ控える。

緊急事態宣言地域などの感染拡大地域への
出張・旅行はできるだけ控える。不要不急の出
張・旅行を自粛する。

緊急事態宣言地域などの感染拡大地域
への出張・旅行は原則禁止とする。不要不
急の出張・旅行を自粛する。

すべての出張・旅行を原則禁止とする
不要不急の外出等を自粛し、原則自宅待
機とする。

通常どおり
感染拡大防止に配慮しながら、本学の教
育研究活動に支障がない範囲で実施す
る。

原則として対面活動を伴わない形態での実施
に変更する。変更できない場合は中止とする。
場所・参加者・社会状況等をふまえ、本学の教
育研究活動に支障がないと判断される場合は
感染拡大防止に最大限配慮したうえで対面で
実施する。

対面活動を伴わない形態での実施に変
更する。変更できない場合は中止とする。

原則中止とする。 中止

＊活動内容と感染症対策の計画から、参加者の感染および感染拡大リスクが低いと判断された場合は表中に示したものより制限を緩和した活動を認める場合があります。（担当課・係を通じての申請が必要です。）
＊この活動制限指針は、今後の状況に応じ、見直しを行う場合があります。
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